
 
 

人 口 減 少 社 会 の 到 来 を 踏 ま え た 少 子 化 対 策 の 推 進

 
 
 

◇ 地域における次世代育成支援対策の推進 

 
１ 地域の子育て支援の推進 

《６８６，８２５百万円→６８７，７３８百万円》 
 

（１）すべての家庭を対象とした地域子育て支援対策の充実  ５５，１２２百万円 
○地域の特性や創意工夫を生かした子育て支援事業の充実      ３８，８００百万円 

（次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）） 

様々な子育て支援事業について、「子ども・子育て応援プラン」に掲げた目標の達成

に向けた着実な推進を図るとともに、地域力を活用した子育て支援に従事する者の養

成、ファミリー・サポート・センター事業における病児・病後児の預かり等への対応のため

のモデル事業の実施等、地域の子育て支援の推進を図る。 

 

【対象となる主な事業】 

・次世代育成支援の人材養成事業（新規） 

地域の様々な次世代育成支援の取組を把握し、親の子育てを支援するコーデ

ィネーターの養成及び地域子育て支援拠点事業や一時預かりなど地域で行わ

れる子育て支援事業に参画する者を養成する。 

 

・ファミリー・サポート・センター事業（拡充） 

  子育て中の労働者や主婦等を会員として、地域における育児の相互援助活動

を行うとともに、新たに、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預

かりなど多様なニーズへの対応のためのモデル事業を行う。 

 

・乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報

提供や養育環境等の把握を行う。 

 

・養育支援訪問事業 

  養育支援が必要な家庭に対して、訪問による育児・家事の援助や指導助言等

を行う。 

 

・子育て短期支援事業 

親の病気、残業などの場合に児童養護施設等において児童を一時的に預かる

ショートステイ、トワイライトステイを実施する。 

 

・延長保育促進事業 

  民間保育所において、１１時間の開所時間を超えて実施する延長保育を推進

する。 
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